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〇感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて 

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症対策に関し、就業制限の解除に関する取扱

いについて、 

・感染者の就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の日数を経過した時点

で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。 

・感染者の就業制限が解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提

出する必要はないこと。 

・濃厚接触者の待機期間が解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明

を提出する必要はないこと。 

などが示されました。 

 

また、濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、

各自治体の判断により、待機期間の 7日間を待たずに、4 日目及び 5 日目の抗原定性検査キ

ットを用いた検査で陰性確認できた場合、5 日目に待機を解除する取扱を実施できること等

が示されているところです。 
 
詳細は以下に掲載の事務連絡のとおりですが、各公益法人におかれましても、本取扱いに

則した御対応をお願いいたします。 
 
「感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて」 
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20220203_shuugyou.pdf 
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